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晶
岡
川

A

回
国
・
目
幽

現
寛
利
子
の
問
題
:
・

現
下
の
土
地
問
題
と
農
地
法
案
・

キ

理

由

品

開

問

"u岡

u

a

z

四日

轍
入
統
制
に
仲
ふ
『
割
営
利
得
』
の
問
題

潤

剛

内

丸

徳
川
時
代
の
允
役
に
抗
日
」

一一ほロ晦
1

北
沿
え
s
J
P
党

。
噸
小

a1川
μ

川
中

/putτ
出一

F
f
一一一司

ル
!
テ
ル
経
済
観
の
特
質
:

大
都
市
交
通
の
特
性

日

間

荷

山

ロ
オ
ゼ
V

シ
ユ
タ
イ
ン
・
ロ
ダ
シ
「
一
般
的

貨
幣
論
ム
ニ
般
的
債
格
論
と
の
同
格
化
」

資
本
組
織
の
有
機
的
格
化
土
平
均
利
山
容

と
の
閥
係

部
情
皐
士
に
答
ふ
・

シ
ユ
ラ
ム
の
比
較
生
産
相
日
必

キ
ヤ
レ
ル
氏
保
護
関
税
と
就
業

吐

r
q

・
事
h
T

眠
開
門
H

《
・
市
町
，

新
着
外
岡
経
済
雑
誌
主
要
論
題

本
誌
第
四
十
四
巻
抽
出
目
録 叢

(筆

輔

載、J

文
革
博
士
高
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徳
川
時
代
田
夫
役
に
就
て
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徳

川

時

代

ω
夫

役

に
品
目
川

T
L
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園田

央

役

概

観

第
問
十
回
答

五
戸、

五
四

第
六
銑

芽li

正長

手工

夫
役
と
は
人
夫
役
の
義
で
あ
っ
て
、
政
治
的
被
支
配
者
の
そ
の
支
配
者
に
到
す
る
界
的
給
付
に
外
な
ら
な
い
。
夫
役
た
る
名
稀
が

何
時
頃
生
じ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
既
に
「
吾
妻
鋭
」
文
際
二
年
の
僚
に
、
京
下
御
物
を
法
る
べ
き
人
夫
教
を
む
め
、
之
に
夫
役
な

る
名
稀
が
用
ひ
ら
れ
て
居
れ
円
、
「
太
卒
記
」
に
も
夫
役
の
裕
が
見
え
て
ゐ
る
。
中
世
に
於
て
は
之
を
時
都
せ
や
し
て
人
夫
役
と
も
稿
せ

し
が
如
く
、
例
へ
ば
「
大
乗
院
寺
枇
雑
事
記
U
K
は
『
長
職
三
年
七
月
八
日
、

一
五
ケ
所
訟
削
旅
券
一
す
、
人
夫
役
事
白
筒
井
方
懸
之
、

無
沙
汰
と
て
了
仕
戸
上
勝
手
を
使
に
付
了
』
云
k

、
或
は
『
文
明
五
年
七
月
十
一
日
、

一
法
花
寺
奥
参
巾
新
免
削
堤
事
、
来
十
七
日
よ

り
可
築
之
云
身
、
十
六
町
回
数
に
一
段
別
人
夫
一
人
宛
可
罷
出
云
々
、
百
六
十
人
也
』
井
一
見
え
、
「
庫
融
簡
集
」
に
も
人
夫
役
左
る
語
が

存
ず
る
。

併
し
乍
ら
政
治
的
支
配
者
に
封
す
る
持
働
給
付
は
、
近
代
資
本
主
義
枇
舎
に
至
る
ま
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
於
て
、
田
租
及
び

古事類苑、政治部四、 546頁
同上、 547頁2) 



士
ち

h
ら

み

つ

ぎ

ロ

だ

ら

雑
税
と
共
に
、
人
民
の
負
指
せ
し
一
三
大
給
付
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
既
に
上
古
に
於
て
も
租
及
び
御
調
と
共
に
役
が
あ
り
、
令
制
に

於
て
租
・
調
と
並
び
存
せ
し
席
は
、

こ
の
狩
働
給
付
又
は
そ
の
物
品
に
よ
る
代
納
で
あ
っ
た
。
即
ち
令
制
に
よ
れ
ば
、
人
民
の
う
ち

正
了
は
一
年
に
十
日
間
(
次
丁
は
五
日
間
)
人
夫
と
し
て
京
師
に
於
て
園
事
に
持
役
す
べ
き
義
務
あ
り
、
之
を
歳
役
叉
は
正
役
と
稽
し
た

が
、
彼
等
は
更
に
阿
川
役
と
稿
し
て
そ
れ
以
上
数
円
間
労
働
給
付
を
注
し
、
別
に
図
司
の
命
に
従
っ
て
地
方
に
於
で
労
務
を
提
供
し
‘

之
を
雑
係
と
呼
ん
だ
。
有
の
蔵
役
は
、
朝
時
口
は
憾
で
之
を
負
捨
ず
べ
き
義
務
が
あ

ο
た
が
、
政
府
が
之
を
必
要
と
せ
ざ
る
場
合
、

叉

は
人
民
が
之
に
服
す
る
を
伸
明
せ
ざ
る
場
注
に
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
府
布
・
脂
綿
等
の
物
品
を
上
納
し
た
の
で
あ
る
。

ギ
安
例
に
入
り
て
粧
闘
が
受
注
し
た
が
、
荘
園
の
住
民
も
亦
年
貢
及
公
事
(
雑
税
)
の
外
に
夫
役
中
」
負
捺
し
た
。
ザ
批
関
内
の
荒
地
の

~ 

時
々
の
靴
役
に
は
こ
の
夫
役
が
だ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

尤
も
fil: 
I主!

F

J

三

E
-
E
)
i
1
3
μ
巴

巾

う

)

:

日

州
4
P
A

い:、
2
4

そ
が
由
一
釈
し
μν

弔
ヰ
品
川

T
-
E
て
持
品
V
J
P
F
2

貢
が
私
的
闘
係
に
基
く
貢
租
で
あ
う
た
と
同
様
に
、
夫
役
も
亦
前
代
の
府
と
は
若
干
そ
の
性
質
を
異
に
し
た
。
が
そ
れ
が
農
民
の
負

携
に
属
せ
し
駄
に
於
て
は
何
等
異
り
は
な
い
。

鎌
合
時
代
に
入
り
荘
閣
を
基
礎
と
し
て
封
建
制
度
が
成
立
し
、
封
建
制
度
は
徳
川
時
代
に
至
っ
て
完
成
し
た
。
封
建
制
度
と
は
、

土
地
を
媒
介
と
し
て
上
下
相
結
ぶ
政
治
的
・
枇
合
的
組
織
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
土
地
を
革
製
友
る
生
産
子
段
と
す
る
時
代
に
特
有
の

一
枇
合
形
態
で
あ
る
。
誌
に
於
℃
は
、
君
臣
主
従
の
身
分
関
係
が
、
封
土
な
る
物
的
関
係
を
媒
介
と
し
て
結
ぼ
れ
て
ゐ
た
。
印
ち
君

主
は
臣
従
に
針
し
て
土
地
領
有
権
を
興
へ
、
臣
従
は
更
に
そ
の
封
土
の
一
部
を
自
己
の
家
来
に
分
輿
し
、
か
く
て
土
地
領
有
者
聞
に

上
下
幾
階
居
の
身
分
的
支
配
闘
係
が
成
立
し
た
。
此
事
は
そ
の
字
面
忙
於
て
、

一
因
の
土
地
人
民
に
封
ず
る
主
権
の
分
割
を
意
味
す

る
。
印
ち
土
地
は
之
に
閑
却
す
る
人
民
と
共
に
封
興
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
人
民
は
そ
の
領
主
に
封
し
て
い
は
ピ
私
的
関
係
に
立
ち
‘

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
谷

一
一
一
五
九

第
六
銃

五
王王



徳
川
時
代
田
夫
役
に
就
て

ノ、
O 

第
四
十
四
巻

第
六
観

主
六

十
数
に
も
一
種
の
主
従
闘
係
が
結
ぼ
れ
た
。
右
の
如
き
上
下
主
従
の
闘
係
に
基
い
て
、
下
級
の
領
主
は
上
級
領
主
に
針
し
、
人
岡
山
は
制

主
一
般
に
劃
し
て
封
建
的
義
務
を
負
捨
し
た
が
、
之
を
分
設
す
れ
ば
左
の
如
〈
で
あ
る
。

先
づ
君
臣
関
係
に
基
く
も
の
を
見
る
に
、
臣
下
の
君
主
に
針
す
る
義
務
の
最
も
主
要
た
る
は
軍
役
で
る
っ
た
。
軍
役
と
は
賄
軍
又

は
諸
候
が
、
臨
地
下
の
諸
候
又
は
家
臣
に
課
し
た
る
役
、
印
ち
兵
士
を
提
供
す
べ
き
負
捨
で
あ
っ

τ
、
負
推
す
る
側
よ
り
見
れ
ば
、
所

常
知
行
を
許
さ
れ
た
る
代
償
、
換
言
す
れ
ば
御
恩
に
到
す
る
奉
公
の
最
も
一
良
市
宜
な
る
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
御
家
人
の
封
建
的
給

付
は
-Z
を
御
家
人
役
と
い
ひ
、
軍
役
中
ぜ
そ
の
立
た
る
も
の
と
し
、
公
事
と
糾
す
る
財
政
的
負
捨
+
ん
に
次
い
だ
。
一
申
伎
に
は
平
時
の
格

役
と
非
常
時
の
軍
役
と
が
あ
り
、
呑
役
の
、
主
た
る
も
の
は
、
京
都
大
蒋
役
と
鎌
倉
番
役
と
で
る
っ
て
、
夫
K

京
都
及
鎌
倉
の
警
衡
に

任
じ
た
。
室
町
時
代
諸
大
名
が
領
地
を
維
持
す
る
に
は
、
家
臣
を
そ
の
一
部
に
封
じ
て
知
行
人
と
た
し
、
知
行
高
に
舷
じ
で
知
行
役

を
負
捨
せ
し
む
る
を
常
と
し
た
が
、
知
行
役
は
軍
役
と
臨
時
役
と
で
あ
っ
て
、
軍
役
は
正
役
と
せ
ら
れ

h
。
軍
役
の
制
度
が
最
も
完

備
し
売
の
は
徳
川
時
代
で
あ
っ
て
、
大
名
・
旗
本
に
は
定
ま
り
た
る
軍
役
あ

p
、
戦
時
に
は
持
軍
の
統
帥
の
干
に
金
武
士
階
級
が
一

個
の
軍
国
に
編
成
さ
る
ぺ
き
仕
組
に
た
っ
て
ゐ
た
。
徳
川
時
代
の
大
名
は
、

こ
の
軍
役
の
外
に
鎌
倉
時
代
の
呑
役
に
相
官
ナ
る
義
務

を
負
ひ
、
江
戸
・
駿
河
・
京
都
等
の
警
衡
に
任
じ
た
が
、
更
に
御
手
停
と
格
し
て
、
幕
府
の
命
に
膝
じ
て
禁
裡
・
江
戸
城
等
の
修
築
、

大
何
の
普
請
等
を
姶
賞
し
た
。
ま
た
旗
本
も
非
役
の
も
の
は
小
菅
読
金
と
稿
し
て
一
定
の
普
請
費
用
を
負
捨
し
た
。

封
建
枇
舎
に
於
け
る
武
士
階
級
の
此
等
の
負
携
は
、
康
義
に
解
す
れ
ば
夫
役
の
一
種
で
る
る
が
、
夫
役
と
し
て
此
等
よ
り
も
葺
要

友
る
は
人
民
、
主
と
し
て
農
民
の
負
指
せ
し
と
と
る
の
も
の
で
あ
る
。
上
越
の
如
き
封
建
的
闘
係
よ
り
す
れ
ば
、
封
建
枇
舎
に
於
け

る
年
貢
の
上
納
は
夫
役
闘
係
に
基
く
も
の
と
見
る
と
と
が
出
来
る
。
蓋
し
土
地
は
領
主
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
耕
作
権
は
寧
ろ
耕
作

牧博士、日本法制史概論、 190，239， 285頁等3) 



の
義
務
と
見
ら
る
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
耕
作
し
て
得
た
る
牧
穫
の
一
部
を
領
主
に
上
納
し
、
残
部
を
作
徳
と
稿
し
て
、
自
己

の
生
活
の
た
め
に
奥
へ
ら
る
h

が
如
き
欣
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
耕
作
す
る
事
そ
れ
自
身
が
夫
役
の
履
行
に
外
注

ら
友
い
が
如
き
翻
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
之
に
就
て
は
言
及
を
避
け
、
間
有
の
意
味
に
於
け
る
夫
役
に
就
て
見
る
に
、
鎌
倉
・

室
町
時
代
人
夫
役
或
は
夫
役
と
絹
し
て
荷
物
の
運
搬
、
堤
防
の
修
築
等
に
農
民
が
使
役
せ
ら
れ
し
事
前
認
の
加
〈
で
あ
り
、
或
は
百

姓
役
・
陣
夫
・
倖
阿
町
役
等
と
開
閉
し
て
卒
時
並
に
戦
時
に
、
主
と
し
て
臨
時
的
に
入
夫
が
課
徴
せ
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
此
等
の
夫
役

は
如
何
な
る
欣
態
で
あ
っ
た
か
。
以
下
項
を
改
め

τ
そ
の
種
類
及
性
質
を
窺
ふ
と
と
も
ゐ
し
よ
う
。

ぅ;!~;

f金
G[)I 

租

11!i 
B!: 
柑:

質j~

徳
川
時
代
の
夫
役
と
し
て
先
づ
皐
ぐ
べ
き
は
、
幕
府
が
諸
闘
に
課
し
た
る
聞
役
で
あ
る
。
悶
役
と
は
河
川
の
修
理
、
外
岡
入
来
聴

の
際
の
道
中
入
用
、
共
他
臨
時
の
入
用
の
た
め
陀
課
徴
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
「
大
日
本
租
税
士
山
」
慶
長
十
年
の
僚
に
『
参
河

園
矢
作
川
水
利
の
た
め
米
津
村
忙
堀
を
作
り
、
共
闘
の
役
と
し
て
、
諸
士
は
百
石
に
二
人
、
農
民
は
一
人
を
課
す
ぺ
し
』
と
あ
り
、

同
十
二
年
に
は
駿
府
城
改
築
の
た
め
、
畿
内
五
ケ
図
及
び
伊
勢
・
近
江
・
美
議
・
丹
波
・
備
中
の
十
ヶ
闘
に
五
百
石
営
り
一
人
宛
の
人
夫

を
課
し
た
事
が
見
え
て
ゐ
る
@
此
等
は
原
則
と
し
て
寅
際
に
勢
役
を
課
徴
し
た
例
で
あ
る
が
、
共
後
次
第
に
貨
幣
代
納
の
制
忙
改
め

ら
れ
、
享
保
九
年
に
は
川
普
請
の
た
め
の
図
役
の
制
度
が
確
立
し
た
。
之
に
よ
れ
ば
修
理
費
用
が
所
定
の
金
高
以
上
に
達
す
る
揚
合

に
、
御
料
に
於
て
は
費
用
の
十
分
の
一
を
官
費
、
残
り
を
聞
役
と
し
、
私
領
に
る
っ
て
は
、
先
づ
村
高
百
石
に
付
金
拾
雨
を
出
さ
し

め
、
不
足
額
の
十
分
の
一
を
官
費
、
残
り
を
闘
役
と
し
、
沿
岸
及
び
闘
係
の
諸
図
上
り
、
天
領
・
私
領
・
祉
寺
領
の
別
段
〈
、

一
般
の

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

策
四
十
四
巻

六

第
六
貌

Ii. 
七

頁必
下

7
以

頁
詰
h

頁

9
章、

z

m
四
訂

、
策
、

滞
、
篇

後
料
後

、
史
、

志
油
開
志

積
極
稜

租
政
租

本
財
本

日
本
日

大
日
大



徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
寸
四
巻

ー』

ノ、

第
六
披

五
人

石
高
に
割
蛍
て
L
A

村
々
よ
り
徴
収
す
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
忙
園
役
普
請
と
た
す
べ
き
諸
川
、
之
が
た
め
に
聞
役
を
負
携
す
べ
き
諸

園
、
及
び
闘
役
品
目
請
と
た
す
べ
き
普
請
費
財
の
最
低
限
度
等
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
二
十
高
石
以
上
の
領
主
は
そ
の
領
内
の
川

普
請
を
自
ら
行
ふ
が
放
に
(
之
を
自
普
請
、
と
い
ふ
)
、
そ
の
領
内
に
は
園
役
を
賦
課
せ
ざ
る
定
め
で
あ
っ
た
。
図
役
の
課
徴
は
上
漣
の
如

く
臨
時
的
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
山
品
時
に
る
っ
て
は
殆
ど
ト
何
年
に
亙
っ
て
各
地
に
水
害
起
り
し
た
め
、
殆
ど
勾
年
の
如
一
く
に

課
せ
ら
る
ミ
有
椋
で
あ
っ
た
。

問
郷
役
も
右
と
阿
川
怖
に
、
府
間
岬
附
氾
の
州
川
村
よ
り
、
下
八
例
・
私
恨
の
川
ud
〈
市
山
制
限
ん
日
山
叩
山
人
出
の
一
小
川
に
そ
仙
川
ふ
目
的
を
以
て
一
緋
徽

せ
ら
れ
た
夫
役
で
る
る
。
尤
も
之
に
封
し
で
は
若
干
の
賃
銭
が
支
給
せ
ら
れ
た
が
、

そ
れ
は
名
目
に
過
空
中
、
営
時
に
於
け
る
葬
務

負
捨
の
最
大
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

同
じ
く
幕
府
が
課
し
た
る
も
の
に
三
役
が
あ
る
。
三
役
と
は
五
街
道
の
問
屋
・
本
陣
等
に
州
制
す
る
給
米
共
他
宿
隣
の
費
用
に
充
て

る
た
め
の
偉
民
宿
入
用
、
幕
府
の
興
一
J
或
は
庖
厨
に
使
役
す
る
人
夫
等
の
給
料
に
充
て
る
た
め
の
六
尺
給
米
、
及
び
浅
草
米
原
の
諸

費
用
に
充
て
る
た
め
の
減
前
入
用
の
総
純
で
あ
る
。
此
等
の
課
徴
物
の
起
原
に
つ
い
て
は
必
や
し
も
明
か
で
た
い
が
、
六
尺
給
米
に

関
し
て
は
、
最
初
は
輿
丁
等
の
人
夫
を
村
々
よ
り
賞
際
に
徴
敬
し
た
も
の
で
あ
る
事
が
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
他
の
二
者
に
就
て
も

同
じ
事
が
い
ひ
得
ら
れ
る
の
で
は
友
か
ら
う
か
.

右
の
三
役
は
天
領
に
の
み
存
し
、
私
領
に
は
存
し
左
か
っ
た
が
、
私
領
に
は
之
に
代
っ
て
夫
米
・
夫
金
・
夫
銀
・
夫
銭
・
夫
永
等
と
稀

す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
此
等
が
人
夫
と
し
て
の
勢
働
給
付
の
代
納
制
で
あ
る
事
は
、
そ
の
字
義
よ
り
し
て
明
か
で
あ
る
が
寸
氷
上
郡

誌
」
に
は
之
を
説
明
し
て
『
出
陣
の
時
夫
役
を
課
せ
し
に
始
ま
り
、
太
平
の
世
と
な
り
て
も
一
種
の
税
目
と
し
て
町
村
に
賦
課
せ
り
.



そ
の
米
を
以
て
す
る
を
夫
米
.
銀
を
以
て
す
る
を
夫
銀
と
い
此
」
と
あ
り
、
更
に
「
加
越
能
三
州
議
租
枕
誌
」
に
て
は
夫
米
・
夫
銀
に

闘
し
て
左
の
如
〈
見
え
て
ゐ
る
。

『
コ
一
州
に
於
て
、
夫
米
の
名
稽
を
付
し
納
品
し
む
る
茶
滅
を
尋
ぬ
る
に
(
中
略
)
、
前
同
一
本
に
於
て
牧
納
成
規
も
未
だ
完
結
な
ら
ざ
る
殿
、
議
士
に
於

て
随
怠
に
米
幾
子
似
或
は
諸
色
(
大
豆
等
或
は
苧
の
類
)
を
納
付
せ
し
め
、
又
軍
役
よ
り
馴
致
し
て
蛍
ヶ
月
に
幾
度
自
主
へ
呼
立
て
、
米
品

-
M
除・

3

卸
等
の
雑
事
に
使
役
ナ
。
然
る
に
守
神
決
の
時
に
至
P
、
地
一
視
と
陸
夫
と
申
分
起
D
、
市
ず
諭
背
怖
を
止
じ
、
絡
に
愁
訴
。
場
合
に
至
る
こ
と
属
々
之

れ
る

p
、
之
れ
に
依

p
地
頭
と
長
夫
と
直
接
膳
針
を
禁
止
し
、
都
て
農
夫
よ
り

m
願
付
届
は
十
村
を
絞
出
し
、
改
作
奉
行
へ
申
出
"
つ
べ
き
事
に
順
序

を
定
品
、
収
納
物
は
米
に
限
目
、
雑
物
を
牧
納
ず
る
を
一
一
切
停
止
す
。
畑
地
多
〈
し
旧
地
本
き
所
は
現
鎚
廷
鋭
梯
米
の
義
を
攻
作
一
敢
行
に
一
請
願
し
、

燕
術
(
枚
納
米
を
預
か
る
者
)
の
米
穿
を
買
受
け
、
以
て
現
米
同
様
に
定
例
す
る
容
と
相
成
P
、
月
に
幾
度
。
使
役
に
代
り
、
一
五
和
元
年
よ
り
央
銀
・

夫
米
と
名
義
を
旬
L
、
定
納
米
百
石
に
付
五
石
L
C

情
定
局
、
米
直
段
は
古
石
代
銀
成
拾
ぺ
匁
岡
リ
や
一
以
て
、
春
秋
両
度
に
斑
能
地
域
へ
納
付
せ
し
h
u
。

之
引
い
を
夫
飢
L
G
-
k
b
一五々
。

同
時
代
に
小
役
と
稀
せ
し
も
の
も
亦
一
種
の
夫
役
で
あ
っ
た
。

例
へ
ば
仙
長
訴
に
於
て
は
、

一
貫
文
の
高
(
上
々
一
同
よ
り
下
々
同
士

で
平
均
す
れ
ば
約
八
段
克
畝
と
な
る
)

に
針
し
て
、
十
人
の
積
り
を
以
て
人
夫
或
は
代
銭
を
徴
し
、
之
を
小
役
と
呼
ん
だ
(
仙
譲
滞
に
は
小

役
と
並
ん
で
、
水
下
人
足
及
御
雇
人
足
な
る
夫
役
あ
り
、
高
一
質
文
に
付
夫
々
六
人
及
四
人
宛
使
役
せ
ら
れ
た
)
。
小
役
に
は
仕
事
に
よ
っ
て
種
々

あ
り
、
吐
一
晴
天
・
夫
馬
・
垣
結
・
入
草
を
四
色
小
役
と
稿
し
、

糠
・
藁
・
一
銭
懸
の
一
一
一
穏
を
加
へ
て
七
色
小
役
と
呼
ん
だ
。

更
に
同
藩
に
て

は
小
役
人
足
を
二
種
に
分
ち
、
滅
入
地
邸
ち
藩
主
直
轄
地
よ
り
出
役
す
る
人
夫
を
御
殿
入
小
役
、
給
餌
即
ち
藩
士
の
知
行
地
よ
り
出

役
す
る
を
給
人
小
役
と
い
ひ
、
使
役
す
る
に
前
者
を
後
に
し
後
者
を
去
に
し
た
。
査
し
人
足
に
使
ひ
残
り
る
る
揚
合
に
は
代
銭
を
取

立
て
し
に
よ
り
蔵
入
地
よ
り
之
を
取
立
て
る
方
が
便
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
私
。
小
役
の
貨
幣
代
納
を
小
役
銀
と
稿
せ
し
地
方
も
あ

る
。
秋
田
藩
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
が
、
私
領
よ
り
天
領
に
穆
さ
れ
た
美
濃
闘
不
破
郡
に
も
小
役
銀
が
あ
っ
た
。
「
地
方
凡
例
録
」
に
回

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

六
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徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
谷

ノ、
C 

ノ、
四

第
六
披

〈
『
同
郡
先
年
私
釘
の
制
・
小
役
金
四
十
附
三
分
L
」
、
氷
五
十
四
文
五
分
、
七
色
役
と
名
付
納
売
る
由
、
共
口
問
は
木
銭
・
夫
銭
・
京
夫
・
江

戸
夫
・
隼
の
木
ム
怯
捕
前
"
境
銀
、
此
七
色
之
役
銀
、
局
面
石
に
銀
百
目
宛
取
玄
来
わ
(
中
略
)
営
時
御
料
に
成
て
は
布
の
七
色
役
を
小
役
銀

と
喝
、
高
割
に
相
納
む
。
依
之
三
役
弁
外
高
掛
り
物
は
免
除
に
相
成
』
云
々
と
。
夫
役
の
こ
と
を
差
役
と
い
ひ
、
之
を
銭
を
以
て
代

納
ず
る
を
船
役
と
叫
併
せ
し
地
方
も
あ
っ
た
。
「
耕
作
併
用
書
」
に
「
差
役
と
は
村
よ
り
人
夫
を
出
し
役
を
勤
る
を
い
ム
。
雇
役
と
は
人

夫
を
山
内
す
称
り
に
銭
を
山
内
し
、
此
銭
を
以
地
閣
に
て
人
夫
を
雇
ひ
遺
ふ
事
を
云
ふ
。
是
百
姓
外
の
稼
の
な
き
所
杯
に
は
銭
を
出
す
事

た 'i~g
る?恭
也す
』る

左雪r
あ
る人。111を

:J昌

百

M 

キ'11
め

メ
州
内
の
除
わ
&
る
と
と
ん
一
の
目
的
は
銭

hfmし
て
其
川
悦
在
勤
め
る
事
勝
る
と
と
H

右
の
夫
役
・
夫
米
・
夫
銀
又
は
小
役
の
如
き
綿
括
的
名
税
を
用
ひ
し
も
の
以
外
に
も
、
種
K

の
夫
役
が
あ
っ
た
。

そ
の
著
例
は
足
役

で
あ
る
。
之
は
雨
脚
を
努
す
る
よ
り
出
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
山
口
藩
で
は
井
出
川
除
夫
・
米
療
に
出
る
時
の
内
夫
・
道
橋
取
結

夫
等
を
す
べ
て
足
役
と
稀
し
た
。
彦
根
藩
に
於
て
も
農
民
を
山
林
見
巡
役
に
任
じ
た
揚
合
、
知
県
給
料
而
も
足
役
・
門
役
御
売
た
ど
の

こ
く
や
く

こ
の
足
役
に
出
る
代
り
に
米
銀
を
納
む
る
を
石
役
と
い
ふ
。
石
役
は
又
足
前
と
も
栴
し
た
。
「
農
政
本
論
」
に
「
或
説

記
録
が
あ
る
。

に
、
首
園
大
石
削
除
岸
よ
り
出
羽
岡
置
賜
郡
米
津
の
城
下
迄
は
三
日
路
程
あ
り
、
然
る
に
米
津
領
分
の
百
姓
等
、
村
役
に
て
城
詰
の

堕
を
翠
迭
す
る
に
、
人
夫
馬
牛
の
失
墜
彩
し
く
掛
り
、
農
業
の
妨
げ
に
た
る
に
就
て
、
共
時
代
の
足
役
の
永
納
を
願
ひ
、
四
一
高
六

十
二
石
五
斗
よ
り
毎
日
永
一
文
づ
え

一
年
三
百
六
十
文
を
上
納
せ
し
と
い
ふ
。
其
足
役
の
代
り
に
納
る
役
永
た
る
が
故
に
、
足
前

と
名
け
た
る
に
や
』
と
る
る
。
之
は
米
津
港
の
例
で
あ
る
が
、
山
口
藩
に
於
け
る
足
米
も
、
足
役
を
米
を
以
て
代
納
せ
し
制
度
た
る

が
如
く
で
あ
る
。
即
ち
同
落
に
て
は
‘
租
米
を
地
方
の
倉
庫
よ
り
津
減
若
く
は
萩
の
御
殿
ま
で
運
送
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
租

古事類苑、政治部四、 439頁
近世地方程済史料、第六巻、 411頁
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米
に
こ
の
足
米
を
附
加
し
て
徴
牧
し
た
の
で
あ
る
。

が

ミ

か

二

共
外
松
江
蒋
の
水
夫
米
、
和
歌
山
務
の
加
子
米
、
松
山
・
宇
和
島
・
西
傑
諸
藩
の
水
主
役
等
は
、
何
れ
も
水
夫
を
徴
裂
し
若
く
は
そ

の
代
り
に
米
金
を
徴
収
せ
し
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
外
に
、
村
役
と
四
惜
し
て
、
谷
村
に
於
け
る
道
路
・
橋
梁
・
堤
防
等
の
修
築
の
際
に
、
村
高
に
際
じ
て
人
夫
並
に
修
築
の
材
料

を
農
民
に
諜
せ
し
も
の
が
あ
っ
た
。
之
は
自
治
的
と
h

ふ
よ
り
も
事
る
代
官
が
命
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
幕
府
は
、
村
役

人
足
は
高
百
石
に
付
五
十
人
、

そ
れ
以
上
を
使
役
す
る
時
は
之
に
扶
持
米
を
給
し
、
そ
の
限
度
を
五
十
人
と
定
め
て
ゐ
る
。
村
役
に

は
更
に
、

年
賀
等
を
認
織
す
る
た
め
に
丸
山
咽
ご
り
札
し
嵯
ム
口
も
存
せ
し
こ
と
、

k
尚
「
琵
政
本
論
」
に
見
ゆ
る
が
如
く
で
あ
る
。

以
上
は
専
ら
震
対
に
認
せ
ら
れ
た
夫
役
で
あ
る
が
、
此
外
一
般
町
人
消
〈
は
判
定
の
峨
人
に
課
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ザ
山
林
府
が
江

戸
府
内
に
課
し
た
る
公
役
の
如
き
は
前
者
の
著
例
で
あ
る
。
部
ち
之
は
武
家
地
・
枇
寺
地
・
拝
領
地
及
び
岡
役
(
後
遺
)
あ
る
町
h

を
除

き
、
地
子
の
代
償
と
し
て
一
般
町
民
に
課
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
享
保
頃
ま
で
は
一
ヶ
年
凡
そ
鶴
町
を
使
役
す
ぺ
し
と
の
制
限
左
〈
、

大
抵
間
口
五
・
六
間
よ
り
十
六
・
七
聞
を
一
人
役
と
し
、
毎
年
凡
そ
二
十
二
・
三
人
を
出
役
せ
し
め
た
が
、
享
保
七
年
に
至
。
之
を
銀

納
と
定
め
、

一
定
標
準
に
従
っ
て
人
夫
賃
b
L
上
納
せ
し
む
る
こ
と
与
し
た
a

後
者
の
著
例
は
同
じ
く
江
戸
府
内
に
於
て
、
諸
職
人
の

集
住
ず
る
町
々
よ
り
上
納
せ
し
圏
役
で
あ
る
。
之
も
夫
役
な
る
が
放
に
、
一
応
来
は
人
を
徴
せ
し
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
銀
納
を
併

用
し
、
或
は
全
然
銀
納
に
改
め
ら
れ
し
場
合
も
あ
っ
ゎ
。
諸
藩
に
存
せ
し
大
工
役
・
役
大
子
大
工
運
上
等
の
制
も
棉
て
同
類
の
も
の

?
あ
ら
う
。
尤
も
た
工
役
と
稽
す
る
も
の
ど
っ
ち
に
は
輩
な
る
職
人
役
と
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
も
存
し
た
。
例
へ
ば
五
畿
内
及
近

江
闘
に
は
大
工
高
又
は
大
鋸
高
等
と
稽
し
て
、
大
工
又
は
木
慢
の
所
持
す
る
高
諸
国
畑
が
あ
っ
た
が
、
幕
府
は
此
等
の
高
持
大
工
又

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
巻

一
二
六
五

第
六
競

プマ

拙稿、足役(日本経済史僻典、 '9頁)
小常山緩介、江戸町の銀役(法制論纂所Jjl()?~，照

12) 
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は
木
挽
に
謝
し
て
は
、

六一一

同
租
の
み
を
課
し
て
六
日
ハ
給
米
等
を
兎
じ
、
そ
の
代
り
に
臨
時
に
御
用
の
大
工
役
を
命
じ
た
。
従
っ
て
と
の

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
巻

一一一'ハ六

第
六
競

大
工
役
は
農
民
に
封
ず
る
夫
役
と
そ
の
性
質
を
同
ビ
〈
し
、
地
子
発
除
の
代
僚
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
公
役
、

一
般
職
人
に
課
せ
ら
れ

た
日
営
業
特
権
料
的
左
同
役
た
ど
t
h

梢
と
そ
の
性
質
を
異
に
し
売
。

然
ら
ば
主
と
し
て
長
氏
を
割
象
と
せ
る
夫
役
の
性
質
如
何
。
そ
の
第
一
一
は
、
夫
殺
の
各
務
類
に
就
て
述
べ
た
る
が
如
〈
、
本
来
人

夫
役
な
り
し
も
の
が
究
第
に
貨
幣
又
は
米
殺
に
よ
っ
て
代
納
せ
ら
る
L
に
去
り
し
こ
と
で
る
る
。
夫
役
の
代
納
は
殺
で
徳
川
時
代
に

は
限
ら
放
い
。

b
h

ヘ3
h
r
b

、--
4
3
〉
川
内

F
4
t
h佐
山
」
r

J

/

、

干
J
I
H
-
-れ
日
川

U
V

止
刊
日
守
出
恥

wi--
賢
際
の
叫
mp
役
よ
hu
も
M
J
ん
郷
土
の
物
作
一
に
上
る
代
納
の
方
が
原
点
官
一
蹴
せ
ら
計
六

事
は
姑
く
措
く
と
す
る
も
、
鎌
倉
時
代
既
に
貨
幣
に
よ
る
代
納
が
行
は
れ
た
。
「
太
平
記
」
に
『
相
模
入
選
会
弟
の
四
郎
左
近
大
夫
入

道
に
十
宙
開
徐
騎
を
指
添
て
、
京
都
へ
上
せ
、
畿
内
西
闘
の
飢
b
f
銭
む
ぺ
し
と
て
、
吠
減
・
上
野
人
玄
房
・
上
線
・
常
陸
・
下
野
六
ケ
闘
の
勢

を
ぞ
催
さ
れ
け
る
。
共
丘
(
腹
の
震
に
と
て
、
近
図
の
庄
園
、
臨
時
の
夫
役
を
か
け
ら
れ
け
る
。
中
に
も
新
悶
庄
世
良
悶
に
は
、
有
徳

の
者
多
し
と
て
、
問
雲
介
親
連
・
黒
山
川
彦
四
郎
入
道
を
使
に
て
」
ハ
貫
目
を
五
日
が
内
に
沙
汰
す
べ
し
と
堅
〈
下
知
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

使
先
彼
所
に
の
ぞ
み
て
、
大
勢
を
庄
家
に
放
ち
入
て
、
詰
責
す
る
と
と
法
に
過
た
h
h』
と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

併
し
徳
川
時
代
に
入
り
で
は
、
夫
役
は
そ
の
大
部
分
が
米
叉
は
貨
幣
を
以
て
代
納
せ
ら
る
L

事
と
た
っ
た
。
此
時
代
の
初
期
に
は
未

r勢
働
給
付
が
原
別
で
あ
っ
た
も
の
も
、
吠
第
に
金
納
又
は
物
納
に
改
め
ら
れ
し
こ
と
、
例
へ
ぽ
同
役
に
於
け
る
が
如
く
で
あ
る
。

夫
役
が
米
納
せ
ら
れ
し
こ
と
は
、
徳
川
時
代
幕
府
及
諸
藩
の
財
政
が
米
穀
を
基
礎
と
せ
し
結
果
で
あ
り
、
金
納
せ
ら
れ
し
と
と
は
貨

幣
粧
品
何
が
殻
達
せ
し
営
然
の
結
同
市
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
夫
役
の
物
納
叉
一
は
金
納
は
、
農
民
の
身
分
的
・
人
格
的
束
縛
よ
わ
の
解

放
で
あ
り
、
地
位
の
向
上
で
る
旬
、
ま
た
農
民
の
生
産
力
の
褒
遼
を
一
不
す
も
の
で
あ
っ
た
。

江頭恒f官、大工高(日本経阿武附典、 963頁J
市事類苑、政治部四、 547頁
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併
し
此
事
は
必
4
7
し
も
農
民
の
負
拾
の
軽
減
を
一
不
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
蓋
し
従
来
臨
時
的
友
り
し
夫
役
が
経
常
化
し
た
か
ら

で
あ
る
。
認
に
第
二
の
性
質
が
あ
る
。
勿
論
線
て
が
経
常
化
し
た
わ
け
で
は
及
く
、
幕
府
の
課
徴
ぜ
し
闘
役
・
助
郷
役
の
如
き
は
臨

時
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
そ
れ
が
制
度
化
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
は
、
経
常
化
ぜ
る
と
と
L
相
去
る
事
選
き
も
の
で
は
泣
か

っ
た
。
況
ん
や
そ
れ
等
が
事
寅
上
は
頗
る
頻
繁
に
課
せ
ら
れ
し
に
於
て
は
、
そ
れ
が
経
常
的
夫
役
と
何
等
臭
る
と
こ
ろ
た
き
を
一
不
す

も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
犬
役
が
経
常
化
し
た
こ
左
は
、
経
常
的
夫
役
に
加
ふ
る
に
臨
時
的
夫
役
を
課
徴
せ
し
む
る
徐
地
の
生

b
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
地
方
治
法
L

に
「
夫
役
は
陣
屋
日
掃
除
人
足
、
雪
か
き
人
足
、
或
は
臨
時
の
水
夫
に
呼
遺
ふ
。
又
域
内
多
分

の
曲
目
清
あ
る
時
は
、
尚
百
行
に
付
何
十
人
と
極
め
呼
造
ふ
。
共
員
数
定
り
友
し
。
家
々
の
仕
来
り
を
用
ひ
、
右
醐
闘
の
夫
役
は
夫
米
・
夫

金
制
る
村
方
も
司

臨
時
の
ル
仰
は
山
崎
ふ
市
引
な
り
。

1
f
米
ゆ
犬
金
納
る
付
方
、
川
除
問
水
且
刊
誌
削
等
に
人
火
司
法
ふ
は
格
別

問
地
所
あ
る
ぺ
き
事
た
り
』
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、

JI)r 
耳目
-.1'--ペr
i1:: 

人
足
呼
浩
ふ
は
、

か
L

る
時
は
農
民
は
、

夫
役
に
闘
し
二
重
課
税
を
蒙
る

結
果
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
徳
川
時
代
の
夫
役
は
、
前
時
代
の
夫
役
に
比
し
て
著
し
く
租
税
的
性
質
を
加
へ
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
農
民

の
肉
醐
閥
的
労
務
よ
り
の
解
放
で
あ
り
、
従
っ
て
人
格
楼
の
束
縛
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
た
が
、
農
民
の
負
携
は
必
や
し
も
之
に
作
り

て
軽
減
し
た
と
稿
す
る
事
を
得
一
な
か
っ
た
。
之
に
関
聯
し
て
次
に
夫
役
の
財
政
的
性
質
を
見
ょ
う
。

央
役
の
財
政
的
性
質

之
に
閲
し
て
先
づ
遁
ぶ
べ
き
は
、
夫
役
の
課
徴
方
法
に
就
て
で
あ
る
。

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
で

六一ニ

第
四
十
四
巻

一
二
六
七

第
六
競

~iJ L'.、549頁16) 



徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
巻

一一一六八

第
六
披

六
四

夫
役
は
現
賓
の
第
働
給
付
た
る
と
、
代
納
た
る
と
を
問
は
ナ
、
概
ね
村
高
を
標
準
と
し
て
賦
課
せ
ら
れ
た
。
所
謂
三
役
が
或
は
高

懸
り
一
二
役
と
も
稽
せ
ら
れ
し
と
と
は
、
此
間
の
消
息
を
如
賓
に
一
示
す
も
の
で
る
る
。
此
外
私
領
に
於
て
三
役
に
相
営
す
る
夫
米
・
夫

令
一
・
小
役
・
糠
薬
代
ゃ
、
各
村
に
於
て
道
路
・
防
堤
等
の
修
築
の
た
め
に
課
す
る
村
役
や
、
線
村
の
諸
雑
費
支
排
の
た
め
忙
課
す
る
小

入
則
夫
鋳
等
、

皆
尚
州
日
り
物
で
あ
り

F

た。

細
川
じ
て
徳
川
時
代
高
怒
り
物
或
は
高
役
と
い
へ
ば
、

そ
の
内
容
は
殆
ど
綿
て
夫
役
的
性
質

の
も
の
で
あ
っ
た
と
児
て
走
支
へ
な
を
程
で
あ
る
。

E

F

〉
自
己
ヘ
、
二
一
一
三

E
t
、
河
岨
L
-

と
〉
手
前
?
?
一

l!-

F
Z
Z
Z
L
:
L
dノ
y
f
トト

r
f
中
小

J
:〆
日

時
iyr
長
。
一

r

仙
の
小
物
山
川
一
・
洋
役
な
ど
と
諮
っ
た
州
品
川
を
持
。
て
ゐ
た

(
+
ん
も
小
物
成

中
に
も
夫
役
的
性
質
の
も
り
が
存
せ
し
と
と
を
知
る
)
。
町
ち
小
物
成
は
、
山
林
・
原
野
・
河
海
な
ど
土
地
に
劃
し
て
課
す
る
も
の
と
、
商
工

業
・
漁
業
共
他
の
生
業
に
封
し
て
課
す
る
も
の
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
土
地
叉
は
生
業
よ
り
生

や
る
農
民
の
利
盆
に
着
目
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
山
年
貢
・
林
年
貢
た
ど
の
如
〈
、

土
地
の
段
別
を
標
準
と
し
て

賦
課
す
る
に
至
れ
ば
、
小
物
成
は
閏
租
と
そ
の
性
質
に
於
て
相
異
ら
ざ
る
も
の
L
如
〈
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
同
じ
く
土
地
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
高
語
地
で
る
る
場
合
と
然
ら
ぎ
る
揚
合
と
で
は
、
そ
こ
に
非
常
な
相
違
が
あ
っ
た
。

い
ふ
迄
も
左
〈
高
請
地
と
は
、
検

地
の
上
土
地
の
等
級
を
定
め
、
石
盛
卸
ち
牧
穫
率
を
決
定
し
て
村
高
に
編
入
せ
ら
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
、
田
畑
の
大
部
分
は
之
に
属

し
た
。
而
し
で
幕
府
は
高
請
地
を
耕
作
以
外
に
用
ふ
る
と
と
を
原
則
と
し
て
許
さ

r
り
し
の
み
な
ら
宇
、
之
に
栽
培
す
る
作
物
に
も

制
限
を
附
し
た
。
況
ん
や
高
請
地
を
無
高
地
に
蝿
変
更
す
る
が
如
き
事
は
到
底
許
さ
れ
宇
、
種
K

の
事
情
に
よ
っ
て
耕
作
不
可
能
と
た

っ
た
揚
合
に
も
、
そ
の
部
分
を
村
高
よ
り
誠
宇
る
と
と
た
〈
、
高
内
引
と
稀
し
て
そ
の
部
分
の
貢
租
の
み
を
減
免
し
た
の
で
あ
っ
た
。

蓋
し
幕
府
従
っ
て
諸
藩
は
、
高
請
田
畑
の
年
貢
即
ち
所
謂
本
途
物
成
を
租
税
の
根
幹
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。



従
つ
で
高
諸
問
畑
の
耕
作
は
幕
府
及
諸
濯
の
最
も
意
を
用
ひ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
営
時
の
農
民
の
之
に
封
ず
る
闘
係
は
‘
耕
作

権
を
有
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
準
み
耕
作
の
義
務
を
負
捨
し
た
も
の
で
る
る
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
之
は
、
封
建
制
度
の
慕

本
的
闘
係
に
旋
回
し
た
版
児
一
的
意
味
に
於
て
ピ
あ
っ
て
、
農
民
の
土
地
に
封
ず
る
関
係
が
次
第
に
私
有
様
的
性
質
を
帯
び
、
同
時
に

幕
府
及
諸
侯
の
領
土
に
劃
す
る
闘
係
が
、
次
第
に
所
有
様
的
性
質
を
失
ひ
、
支
配
徳
的
え
は
租
枕
徴
収
機
的
性
質
の
も
の
に
溌
じ
っ

L
あ
り
し
こ
と
は
否
定
す
る
を
得
友
い
。
が
併
し
、
山
林
・
原
野
等
に
針
す
る
権
利
叉
は
利
径
聞
係
と
頗
る
異
る
貼
が
存
し
た
の
で

あ
る
。
か
as

る
重
姿
性
を
有
せ
し
高
請
地
の
す
同
を
襟
準

4
し
て
諜
せ
ら
れ
し
夫
役
は
、
そ
の
性
質
に
於
て
寧
る
田
租
と
挟
を
一
に
し

売
。
印
ち
小
物
成
の
名
の
干
に
綿
伺
せ
ら
る
a-A

雑
税
よ
り
も
、

土
り
多
く
封
建
的
性
質
を
布
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
徳
川
時
代
の

間
税
醐
唯
一
治
は
、

刀
温
を
士
ム
」
{
'
l

工
夫
役
中
一
従
と
し
、
i
7

ん
が
〕
怖
ふ
も
の
J
し
て
雑
税
が
諜
吃
ら
れ
た
と
見
る
ぺ
き
で
あ
ら
う
り

斯
〈
の
如
く
夫
役
は
、
田
租
と
共
通
の
性
質
を
有
し
た
が
、
併
し
雨
者
の
聞
に
は
賦
課
の
地
理
的
範
聞
に
於
て
異
る
と
と
る
が
あ

っ
た
。
詳
言
す
れ
ば
、
諸
漆
が
課
し
た
夫
役
は
勿
論
そ
の
領
内
に
限
ら
れ
た
が
、
幕
府
の
夫
役
に
は
諸
侯
の
領
土
代
も
及
ぶ
も
の
が

存
し
た
。
闘
役
・
助
郷
役
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
而
し
て
勿
論
此
等
は
諸
侯
の
領
内
に
固
有
の
夫
役
の
存
す
る
と
と
に
は
頓
着
な
し

に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
の
賠
に
於
て
、

田
租
が
賦
課
の
地
理
的
範
闘
を
明
確
に
劃
せ
る
と
茜
に
趣
き
を
異
に
し
、
従
つ

て
夫
役
は
軍
課
と
な
る
を
売
れ
得
な
い
必
然
性
を
持
っ
て
ゐ
た
。

更
に
夫
役
に
は
、
そ
れ
が
重
課
と
な
る
べ
き
今
一
つ
の
一
性
質
が
あ
っ
た
ら
そ
れ
は
、
同
じ
く
村
高
を
課
税
標
準
と
す
る
も
、
田
租

は
土
地
の
牧
楼
税
で
-
b
っ
て
、
そ
の
徴
牧
に
は
五
公
立
民
、
六
公
四
民
な
ど
の
限
界
あ
り
、
殊
に
凶
作
の
揚
合
に
は
検
見
に
よ
っ
て

租
額
を
減
じ
以
て
租
税
と
作
徳
と
の
均
衡
が
闘
ら
れ
た
が
、
夫
役
に
於
て
は
斯
く
の
如
き
考
慮
が
友
さ
れ
得
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
で

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
巻

一
二
六
九

第
六
貌

六
五



徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
四
十
四
巻

六
六

七
O 

第
六
競

め
る
。
即
ち
夫
役
は
高
論
地
の
現
賓
の
牧
穫
に
頓
靖
宏
〈
、
村
高
そ
の
も
の
が
ひ
と
へ
に
課
税
標
準
と
在
っ
た
と
と
、
収
穫
に
直
接

関
係
・
泣
き
に
よ
り
、
自
ら
課
率
の
昂
騰
そ
発
れ
得
た
か
っ
た
事
、

の
二
黙
に
於
て
、
問
租
に
比
し
よ
り
重
課
せ
ら
る
べ
き
性
質
を
持

っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
例
へ
ば
岡
役
金
一
高
雨
に
達
す
る
と
き
は
、
之
を
課
す
る
諸
国
の
三
役
宇
一
発
や
る
と
か
、
或
は
凶
作
に
て
回

作
五
分
以
上
県
毛
の
場
合
、
或
は
幼
郷
役
又
は
村
役
を
課
せ
ら
れ
た
揚
A
口
に
三
役
を
売
や
る
と
か
の
規
定
が
あ
っ
た
。
併
し
以
上
の

如
唱
を
性
質
上
・
夫
役
け
日
租
以
止
に
買
を
負
拾
で
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
1
ゐ
売
や
ろ
で
あ
る
。
之
に
つ
き
「
世
事
凡
開
紘
」
J
り
一
節
左

掲
ぐ
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

『
其
上
殊
に
難
儀
な
る
は
凶
役
・
侍
馬
役
・
人
足
な
り
と
い
ふ
。
岡
役
杯
は
人
ゆ
に
で
も
叉
荒
地
有
で
も
村
高
程
に
納
る
事
な
り
。
是
も
背
は
な
か
り
し

が
五
十
年
来
の
謀
役
な
り
と
い
ふ
。
又
博
馬
役
・
人
足
役
の
事
、
彼
惑
は
日
光
道
中
・
奥
羽
の
匙
中
・
例
幣
使
街
道
な

H

と
往
来
多
の
場
所
ゆ
ゑ
、
何
れ
h

宿
騨
助
郷
在
勤
む
る
に
、
R
E
又
村
高
へ
割
付
す
る
事
に
て
、
百
姓
十
人
二
十
人
な
ら
で
は
な
き
所
へ
一
ニ
十
人
も
四
十
人
も
位
P
、
馬
五
回
な
ら
亡
は

な
き
所
へ
十
疋
も
十
五
疋
も
門
的
る
故
、
無
掠
宿
騨
場
へ
賃
銀
を
出
し
雇
ひ
上
て
役
を
勤
る
と
い
ふ
。
会
模
街
々
人
馬
町
入
用
も
古
来
よ
り
も
倍
加
古
い

た
し
踊
噌
難
儀
の
重
な
る
ゆ
ゑ
、
堪
へ
か
ね
て
段
々
離
散
し
荒
地
潰
家
出
来
る
と
い
・
占
。
尤
も
の
事
な
も
『
』

要
す
る
忙
夫
役
は
、
徳
川
時
代
の
租
税
酬
閥
系
上
、
田
租
に
次
ぐ
重
要
性
を
持
ち
、
田
租
と
同
一
の
封
建
的
性
質
を
帯
び
、
加
ふ
る

に
田
租
以
上
に
貫
課
せ
ら
る
べ
き
諸
性
質
を
備
へ
て
ゐ
た
。

乙
の
事
は
前
項
に
述
べ
し
と
と
ろ
と
相
候
っ
て
、
夫
役
が
農
民
に
頗
る

重
き
負
擦
と
た
っ
た
所
以
で
る
る
。

回

結

語

以
上
極
め
て
雑
駁
友
が
ら
、
徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て
概
説
し
た
。
夫
役
は
普
遁
一
般
に
課
役
な
る
諸
に
よ
っ
て
総
括
せ
ら
れ
、

世事見聞録(改:益支庫本)、 72買17) 



「
経
済
事
鯨
典
」
「
日
本
経
済
史
辞
典
」
等
に
は
、
之
に
闘
す
る
綿
括
的
乃
至
個
別
的
説
明
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ョ
然
る
に
も
抱
ら
や
本

稿
を
草
し
た
所
以
は
、
而
し
て
特
に
夫
役
友
る
語
を
用
ひ
た
所
以
は
、
徳
川
時
代
の
所
謂
謀
役
に
、
人
夫
役
を
本
械
的
形
態
と
せ
る

も
の
頗
る
多
き
を
見
た
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
と
の
夫
役
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
の
性
質
を
窺
ふ
ペ
き
一
手
段
が
興
へ

ら
れ
、
更
に
之
に
閲
す
る
鰐
系
的
研
究
の
殆
戸
一
存
せ
ざ
る
中
世
の
夫
役
を
知
る
べ
き
一
つ
の
手
懸
り
が
興
へ
ら
れ
ん
と
と
を
期
待
し

た
か
ら
で
あ
っ
た
。

然
る
に
も
拘
ら
や
期
待
は
草
な
る
矧
待
に
拍
拾
っ
た
。
が
併
し
一
底
上
に
蓮
ぺ
た
占
己
九
を
要
約
し
て
、
先
壊
の
叱
正
を
乞
ふ
と
と

h

し
た
い
。
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，叶
a

世
の
夫
役
に
比
し
て
臨
時
的
性
質
を
著
し
〈
除
却
し
、
そ
の
物
納
・
金
納
へ
の
殻
展
と
相
倹
っ
て
、
徐
税
租
税
的
性
質
b
q
」
州
市
ぶ
る
に

至
っ
た
。
併
し
乍
ら
同
租
と
共
に
依
然
封
建
的
性
質
は
之
を
脱
す
る
を
得
ψ

広
か
っ
た
。
説
、
に
封
建
的
租
税
と
は
、
封
建
枇
合
の
主
要

な
る
結
合
開
係
で
る
る
身
分
的
主
従
関
係
に
基
く
租
税
の
意
で
あ
る
。

こ
の
主
従
闘
係
が
土
地
を
媒
介
と
せ
る
も
の
た
る
以
上
、
夫

役
も
亦
土
地
関
係
を
基
礎
と
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
の
で
る
る
。

と
の
貼
に
於
て
夫
役
の
封
建
制
は
、
田
租
の
そ
れ
よ
り
も
更
に
濃

厚
で
る
っ
た
と
い
へ
ょ
う
。
蓋
し
夫
役
は
、
政
治
的
勢
力
に
よ
っ
て
重
課
せ
ら
る
べ
き
諸
性
質
を
、
岡
山
聞
に
比
し
て
よ
り
多
く
有
し

て
ゐ
た
か
ら
で
る
る
。

徳
川
時
代
の
農
民
は
、
持
仰
の
全
徐
刑
判
を
段
取
せ
ら
れ
た
こ
と
、
土
地
の
完
全
た
私
有
権
を
有
せ
宇
、
目
っ
そ
の
土
地
が
一
家
の

弊
働
力
を
輩
純
再
生
産
し
得
る
程
度
の
大
き
さ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
と
、
居
住
移
轄
の
自
由
並
に
職
業
の
自
由
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
た

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
て

第
開
十
削
忠
世

-i.; 

第
六
腕

ノ、

七



徳
川
時
代
の
ふ
へ
役
に
就
て

-b 

静
六
競

a

、、
J

ノ

ノ

瞳
炉
問
十
凶
巻

か
っ
た
こ
と
警
の
諸
制
に
着
目
し
て
、

一
種
の
農
奴
で
あ
っ
た
と
設
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
の
肱
を
上
述
の
如
き
性
質
の
夫
役
の
観

掛
か
ら
す
れ
ば

E
う
で
あ
ら
う
か
。
夫
役
が
、
特
定
の
も
の
を
除
き
、
殆
ど
総
て
貨
幣
又
は
穀
物
を
以
て
代
納
せ
ら
れ
、

日
つ
経
常

的
性
質
の
も
の
井
一
た
れ
ば
、
従
っ
て
租
税
的
性
質
を
帯
び
来
れ
ば
、
農
民
は
人
格
穫
の
束
縛
よ
り
飴
稜
解
放
せ
ら
れ
た
段
階
に
上
つ

た
も
の
と
見
た
け
れ
ば
反
ら
た
い
。
従
っ
て
、
徳
川
時
代
の
農
民
を
自
由
農
民
で
あ
っ
た
と
す
る
事
は
勿
論
出
来
た
い
が
、
農
奴
で

b
っ
た
に
し
て
払
抗
K
解
放
過
杭
に
あ
っ
た
と
lr

は
ざ
る
を
利
な
い
。
此
古
叩
は
農
民
の
J

」
地
に
到
す
る
制
係
の
い
れ
に
化
か
ら
払
説
明
し

得
る
が
、
夫
役
の
性
質
の
耕
一
化
よ
り
し
て
よ
り
よ
く
説
明
す
る
事
が
出
来
る
と
忠
ふ
。
封
建
的
経
松
か
ら
の
形
式
的
た
解
放
は
、
明

ム
山
一
初
年
の
土
地
私
有
権
の
確
認
、
夫
役
的
性
質
の
租
殺
の
撤
廃
、
並
に
身
分
的
諸
制
限
の
撤
廃
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
身
分
的
解
放
の
逃
展
は
、
同
時
に
負
擦
の
軽
減
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
た
か
っ
た
。
事
情
は
引
や
ろ
逝
で
あ
っ
た
。
之
れ

土
地
経
怖
と
貨
幣
経
済
と
の
矛
盾
の
必
然
的
所
産
で
あ
り
、
同
時
に
夫
役
に
内
在
す
る
特
性
の
常
然
の
蹄
結
で
も
あ
っ
た
。
夫
役
に

よ
る
農
民
の
困
窮
は
、
偲
ひ
「
世
事
見
附
録
」
の
記
す
る
と
と
ら
の
如
く
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
も
、
問
租
の
重
謀
に
劣
ら
ぎ
る
苦
痛

を
血
ハ
へ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
容
易
に
之
を
窺
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
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